
令和８年度 ＰＴＡ総会 

  

次         第 

 

１  議     事 

（１）令和７年度 事業報告  

（２）令和７年度  決算報告（経常費・積立金等） 

（３）令和８年度  会長推薦（文書なし） 

（４）規約改正  

（５）令和８年度 事業計画案審議 

（６）令和８年度 経常費予算審議 

 

 資料 PTA 慶弔規定 

    個人情報取扱規則 

    業務委任契約書 

 



各議案について補足説明 

議案 

（１）令和７年度 事業報告 

各部の活動報告です。校外指導部の巡回指導（夏・冬・春）は全保護者に協力を呼びか

け、児童の分団会議に役立て、関係各所に改善の呼びかけを行いました。関係各所の判断

により、今後の関係各所の工事計画に入ってくるかもしれません。 

（２）令和７年度  決算報告（経常費・積立金等） 

 令和７年度の収入の部は、転入生が数名あり会費が少し増えたことと、区ＰＴＡからの

補助金等があったことにより、予算額より若干増額されています。 

支出の部では、消耗品費、通信運搬費、慶弔費、児童福祉奨励費などで予算額より決算

額が下回りました。来年度は計画的に予算の執行ができるようにしていきたいと考えてい

ます。 

（３）令和８年度  会長推薦 

 １月に開催した役員会において、次年度会長候補の推薦が纐纈会長からありました。

その場で決議をとり、満場一致で令和８年度会長に辻隆光副会長が推挙されました。 

（４）規約改正  

 昨年度一年間、校外指導委員の仕事（ＰＴＡパトロール）をすべての家庭に協力をお願

いすることにより、校外指導委員を選出することを見合わせています。一年間の活動の様

子から、令和８年度からは、各種専門委員会の一覧から「校外指導委員」を削除し、会員

の皆様の負担を減らす一助となれば良いと考えております。 

 規約改正  第１６条２項→削除 

           ３項→項の変更 ２項へ 

       第２３条 校外指導委員 に関わる部分の削除 

（５）令和８年度 事業計画案審議 

 今年度も、昨年度同様に執行部。成人教育部、広報部で活動を行い、会委員相互の交流

や露橋小の子どもたちのための活動を行っていきたいと考えています。 

（６）令和８年度 経常費予算審議 

 児童一人あたり月に２００円のＰＴＡ会費を徴収させていただき、印刷製本費・校外指

導費を削減し、予算案の通りに執行を計画しています。なお、例年ですと新１年生のタブ

レットケースを前年度の予算で購入させていただいていますが、納期の関係で、８年度の

予算で令和８年度新入学生及び９年度新入学生のタブレットケースを購入する予定です。 



令和７年度 事業報告〈各部の活動〉

名古屋市立露橋小学校ＰＴＡ

月 委 員 会 等 一 般 成 人 教 育 部 校 外 指 導 部 広 報 部

４ ・役員会

５ ◎総 会 ２日(木) ・部会 ２日(木) ・部会 ２日(木) ・部会 ２日(木)

○全委員会① ２日(木) 正副部長の決定 正副部長の決定

・役員会 年間計画案作成 年間計画案作成

６ ・運動会の受付手伝い ・運動会の受付手伝い ・夏の巡回指導 ・取材、写真撮影

・役員会 （全員参加方式） ・運動会の受付手伝い

・レイアウト検討、作成

７ ・役員会 ◎「つゆはし」

１２８号 発刊

９ ・役員会

10 ・役員会 ・取材、写真撮影

○全委員会②（web開催）

11 ・露橋あいさつの日 ・露橋あいさつの日 ・露橋あいさつの日 ・露橋あいさつの日

７日（金） ７日（金） ７日（金） ７日（金）

・役員会 ◎家庭教育セミナー ・冬の巡回指導 ・音楽発表会の受付手伝

・音楽発表会の受付手伝い ２２日（土） （全員参加方式） い

・取材、写真撮影

12 ・役員会

・次年度役員選出

１ ・役員会 ・取材、写真撮影

・次年度学年委員選出

２ ・役員会 ・春の巡回指導 ・レイアウト検討、作成

（全員参加方式）

３ ・役員会 ◎「つゆはし」

・会計監査 ３１日(月) １２９号 発刊







        名古屋市立露橋小学校ＰＴＡ会則 

令和 ８年４月２４日改正 

第 １ 章   名 称 

第 １ 条 この会は、露橋小学校ＰＴＡと称し、事務所を同校内に置きます。 

 

第 ２ 章   目 的 

第 ２ 条 この会は、次のことを目的とします。 

    １ 家庭と学校との関係をいっそう緊密にし、児童の福祉を増進するとともに心身の健全な発   

           達をはかります。 

    ２ 学校の教育的環境の整備をはかり、教育活動に協力します。 

    ３ 会員の教養をたかめ資質の向上につとめます。 

    ４ 社会教育の振興をたすけ民主教育の理解を深めます。 

 

第 ３ 章   方 針 

第 ３ 条 この会は、教育を本旨とする民主団体であって、本会の名において営利的・宗教的・政治的・ 

    その他本来の事業以外の活動を目的とする団体、及びその事業とはいかなる関係もありません。

第 ４ 条 この会は、児童の福祉のために活動する社会的諸団体、及び機関と協力はするが、自主独立で 

    あっていかなる団体の支配・統制・干渉も受けません。 

第 ５ 条 この会は、学校の教育活動を助けるための意見を具申し、参考資料を提供しますが、直接に学 

    校の管理や人事に干渉するものではありません。 

 

第 ４ 章   会 員 

第 ６ 条 この会の会員は、露橋小学校に在籍する児童の保護者、及び学校職員をもって会員とします。 

 

第 ５ 章   会 計 

第 ７ 条 この会の経費は、会費及び寄付金・雑収入をもって支弁します。 

第 ８ 条 会費の額は、毎年度総会において決定した予算にもとづいて算出し毎月上旬に納入します。 

第 ９ 条 会費は、１口１００円とし口数は第８条によって定めます。 

第１０条 この会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終了します。 

 

第 ６ 章   役 員 

第１１条 この会の役員は次のとおりとします。 

    １ 会  長   １名（Ｐ１） 

    ２ 保護者代表  １名（Ｐ１） 

    ２ 副 会 長   若干名（Ｐ若干名） 

    ３ 書  記   ２名（Ｐ１、Ｔ１） 

    ４ 会  計   ２名（Ｐ１、Ｔ１） 

    ５ 会計監査   ２名（Ｐ２） 



第１２条 役員の任期は１年とします。ただし再選を妨げません。欠員補充による者の任期は前任者の残

任期間とします。 

第１３条 役員の任務は次のとおりとします。 

    １ 会長は本会を代表して会務を総括し、必要に応じて会議を召集して議長となります。 

    ２ 保護者代表は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行します。 

    ３ 副会長は会長と保護者代表を補佐し、会長、保護者代表に事故あるときはその職務を代行し

ます。 

    ４ 書記は、会議の議事を正確に記録し、必要のあるときは説明にあたるとともに、各種の会合 

     について通知します。 

    ５ 会計は本会の財産を管理し、金銭の出納と帳簿書類の作成・保管等の会計事務にあたります。 

    ６ 会計監査は本会の会計経理の監査を行い定時総会においてその結果を報告します。 

第１４条 役員の選出は次のとおりとします。 

     選考委員会は会長を推薦し、総会の承認により選出します。その他の役員は、会長が委嘱し総

会の承認により選出します。 

 

第 ７ 章   委 員 

第１５条 委員の任務は次のとおりとします。 

    １ 委員はそれぞれの委員会に属して事業計画とその実施に参加します。 

    ２ 学校及び役員会との連絡をはかり、この会の重要事項について協議します。 

第１６条 委員の選出は次のとおりとします。 

    １ 各学年から立候補又は、投票により、学年１学級の場合は２名、１学年２学級の場合は３名

を選出します。ただし、特別支援学級については連絡員を置きます。 

    ２ 通学分団ごとに１名の地域委員を選出します。 

    ３２ 役員は委員を兼任できません。 

 

第 ８ 章   総 会 

第１７条 総会はこの会の最高議決機関であり、定時総会は年１回、事業年度終了後開催します。ただし、 

     緊急な場合は全委員会をもって総会に代えることができます。 

第１８条 臨時総会は会長が必要と認めたとき開催します。 

第１９条 総会では次の事項を審議します。 

    １ 本会の目的達成のための計画実施に関する事項 

    ２ 規約の設定及び改正 

    ３ 予算の審議並びに承認と決算の承認 

    ４ 会員に関する報告、各種委員会より提出される事業計画その他緊急事態に関する審議並び   

           に承認 

第２０条 総会の構成は全員の過半数の出席（委任状も含む）によって成立し、その決議は出席者の過半 

     数の同意を必要とします。ただし、紙面総会の場合は、この限りではありません。 



第 ９ 章   役 員 会 

第２１条 第１１条の役員をもって構成し、任務は次のとおりとします。 

    １ 全般の事業を掌握してその推進をはかります。 

    ２ 学校及び各委員会との連絡をはかり会務を総括します。 

 

第１０章   委 員 会 

第２２条 この会は、その目的を達成するために次の委員会を設けます。 

   （１）学年委員会  （２）常任委員会  （３）全委員会  （４）特別委員会             

   （５）選考委員会  （６）専門委員会 

第２３条 委員会の構成は次のとおりとします。 

    １ 学年委員会 各学年の委員と各学年担任、ただし役員も出席することができます。 

    ２ 常任委員会 第１６条により選出された学年代表と役員並びに専門委員会の各部長及び相談

役。 

    ３ 全 委 員 会 全校の委員と役員並びに相談役。 

    ４ 特別委員会 必要に応じて若干名。 

    ５ 選考委員会 選考委員と教頭。 

    ６ 専門委員会 成人教育部、広報部、校外指導部を置きます。成人教育部・広報部は、学年委

員で構成し、校外指導部は地域委員で構成します。役員は、いずれかの部に入ることができま

す。成人教育部と広報部には、部長・副部長を置きます。 

第２４条 委員会の任務は次のとおりとします。 

    １ 学年委員会 各学年の教育を中心として学校教育への理解を深め、その推進に協力します。 

      そのため、会員参加による学年集会並びに学級集会を聞くことができます。 

    ２ 常任委員会 

    （１）各委員会によって立案された事業計画を審議検討し、調整をします。 

    （２）重要案件、予算決算に関することの審議をします。 

    （３）その他緊急事項を協議し適切な処置をします。 

    ３ 全委員会 

    （１）総会に提出する活動計画書や予算案等の作成を補助します。 

    （２）各委員会で立案された事業計画の審議検討と活動報告をします。 

    （３）その他事業遂行のための会務の分掌処理をします。 

    ４ 特別委員会 特定の目的を遂行するための事項について協議します。 

    ５ 選考委員会 会長の候補者を選考します。 

    ６ 専門委員会 それぞれの事項に関する事業計画を立案実施します。 

    （１）成人教育部 成人教育に関する事項 

    （２）校外指導部 校外における児童の生活指導に関する事項 

    （３）広 報 部 広報活動に関する事項 

 

 



 

第１１章   顧 問 

第２５条 この会は、総会の承認を得て会長が顧問を委嘱することができます。顧問は会長の諮問に応ず 

     ることができます。 

 

第１２章   相 談 役 

第２６条 校長は相談役となり、会長の諮問に応じ相談相手として意見を述べることができます。 

 

第１３章   議 決 

第２７条 すべての議事は、出席者の過半数をもって決定します。 

第２８条 この会の会則は、総会において出席者の３分の２以上の賛成があれば改正することができます。  

 

付 則 

  本会則は 

昭和２４年 ５月２７日制定      

昭和３５年 ５月１３日改正      昭和４９年 ４月２６日改正 

昭和５４年 ４月２５日改正      昭和５９年 ３月 ６日改正  

平成 元年 ４月２０日改正      平成 ８年 ４月２３日改正 

平成２１年 ４月２４日改正           平成３０年 ３月 １日改正 

令和 ２年１０月３１日改正（第 16 条、20 条、23 条、24 条） 

令和 ５年 ４月２８日改正（第 11 条、13 条、14 条） 

令和 ８年 ４月２４日改正（第 16 条、23 条） 



令和８年度 事業計画〈各部の活動〉

名古屋市立露橋小学校ＰＴＡ

月 委 員 会 等 一 般 成 人 教 育 部 校 外 指 導 部 広 報 部

４ ・役員会 ・部会 ２４日(金) ・部会 ２４日(金)

◎総会（紙面開催）２４日(金) 正副部長の決定 正副部長の決定

○全委員会① ２４日(金) 年間計画案作成 年間計画案作成

５ ・部会 ２日(金) ・取材、写真撮影

年間計画案作成

６ ・夏の巡回指導 ・部会

（全員参加方式） ・レイアウト検討、作成

７ ◎「つゆはし」

１３０号 発刊

９

10 ◎家庭教育セミナー ・取材、写真撮影

○全委員会②（日程未定） （日程未定）

・露橋あいさつの日 ・露橋あいさつの日 ・露橋あいさつの日 ・露橋あいさつの日

（日程未定） （日程未定） （日程未定） （日程未定）

11 ・露橋あいさつ運動 ・学校行事の手伝い ・冬の巡回指導 ・学校行事の手伝い

・学校行事の手伝い （全員参加方式） ・取材、写真撮影

12 ・次年度役員選出

・１２０周年記念式典参加

１ ・次年度学年委員選出 ・取材、写真撮影

２ ・春の巡回指導 ・部会

（全員参加方式） ・レイアウト検討、作成

３ ・会計監査 ３１日(水) ◎「つゆはし」

１３１号 発刊

必要に応じて、役員

会を開催します。



2．歳出総額 3 ．差引残高　　　0　円 

1．歳入の部　　　 1,014,975

項 前年度予算額 比　　　較

１．会　費 602,800 -52,800

２．預金利子 250 0

３．繰越金 375,262 89,463

４．その他 0 0

計 978,312 36,663

２．歳出の部　　　 1,014,975  

項 目 節 細　　　　目 予算額 前年度予算額 比較増減 備考

運営費 事務費 報償費 １．謝金 5,000 5,000 0 一般謝礼

1,014,975 70,000 10,000 ２．賞揚金 5,000 5,000 0 役員の表彰等

需用費 １．消耗品費 10,000 10,000 0 文具・用紙・封筒等

40,000 ２．印刷製本費 0 8,000 -8,000 印刷・製本の費用

３．通信運搬費 10,000 10,000 0 切手・はがき・電話・振込

４．食糧費 0 0 0 来賓用茶菓子

５．慶弔費 20,000 20,000 0 会員、児童等の慶弔見舞い

旅費  １．交通費 20,000 20,000 0 会員の交通費

20,000

協力費 活動費 １．諸集会費 0 0 0

700,000 630,000 ２．調査研究費 0 0 0

３．成人教育費 10,000 10,000 0 家庭教育セミナー諸費、保護者用図書

４．校外指導費 0 5,000 -5,000 巡回指導諸費

５．厚生活動費 20,000 20,000 0 各種保険料

６．広報活動費 60,000 60,000 0 ＰＴＡ新聞に要する諸費、活動費

７．児童福祉奨励費 350,000 350,000 0 学習用具、児童の褒賞等

８．部活動助成費 90,000 90,000 0 きずなの会・コーラス・バレー部助成

９．渉外費 100,000 100,000 0 市、区、ブロック会合費

協力費 １．分担金 70,000 70,000 0 市，区連絡協議会分担金

70,000

予備費 予備費 １．予備費 194,975 145,312 49,663 予備費、R８繰り越し

194,975 194,975

積立金 積立金 １．積立金 50,000 50,000 0 周年行事等積立

50,000 50,000

1,014,975 978,312 36,663

550,000 1口100円×2口×250人×11か月

令和８年度　　PTA経常費予算書（案）

予　　算　　額 備　　　　　　　　　　　　考

1．歳入総額 ¥1,014,975 ¥1,014,975

250

464,725

３．差引残高　　　０円

合　　　　　　　　　　計

0

1,014,975



露橋小学校ＰＴＡ 慶弔規定 

１ 児童に関する内規 

【記念品】 

(1)  学校行事、学校記念行事にあたっては、常任委員会の決定により祝品・記念品を贈ることがで

きる。 

【就学援助】 

 (2) 家庭の事情、特殊事情などで学校教育に関する諸費の負担が困難である場合は、常任委員会の決

定で援助することができる。この場合、児童名等は匿名とし、内容は秘密とする。 

【傷病見舞い】 

(3) 傷病で４週間以上継続して入院した場合は、３千円程度の見舞い品を贈る。 

【慶 事】 

     (4) 善行等で公的な表彰をうけた場合、１千円程度の記念品を贈る。但し、定例的なものは除く。 

【弔 事】 

(5) 死亡した場合は、生花一対またはそれに相当する額を贈り、役員、当該学年・学級委員に訃報

を出す。なお、ご遺族の意向によって、取り止める場合がある。 

【火災・風水害による罹災】 

 (6) 罹災の程度により役員会で協議し見舞い金を贈る。会長又は役員代表が見舞う。 

 

２ 会員に関する内規 

 ※ 会員とは児童の父母またはこれにかわる保護者 

【表 彰】 

(1) 役員・常任委員として２年以上努めた場合は、会長より感謝状と記念品を贈る。 

(2) 会員が公的機関から表彰を受けた場合は、役員会で協議し記念品を贈ることができる。 

【傷病見舞い】 

 (3) 保護者がＰＴＡ活動に参加した際に負傷し、２週間以上入院した場合は、会長または役員代表が

見舞いをする。見舞品は２千円程度とする。 

【弔 事】 

(4) 会員が死亡した場合は、生花一基またはそれに相当する額を贈り、役員、当該学年学級委員に訃

報を出す。なお、ご遺族の意向によって、取り止める場合がある。 

(5) 全委員会の構成員が死亡した場合は、全委員に訃報を出す。なお、ご遺族の意向によって、取り

止める場合がある。 

(6) 旧役員及び功労者の死亡の場合は、役員会で協議し弔意を表すことができる。 

 

３ 職員に関する内規 

【弔 事】 

(1) 本人の死亡の場合は、生花一基またはそれに相当する額を贈り、全委員に訃報を出す。なお、

ご遺族の意向によって、取り止める場合がある。 

 

４ その他 

(1) 前記以外に特別な事情による見舞いが必要な場合は、役員会で協議し見舞うことができる。 

 (2) この内規により慶弔の意を表すので、学級等で特別に募金をしての祝・見舞い等は行わない。 

 (3) この内規の改廃は、役員の決議によるものとする。 

 (4) この内規は、平成１７年３月９日より実施する。 

   ＜改訂＞平成２４年 ４月１４日 、 令和２年１０月３１日、令和６年５月２日 



名古屋市立露橋小学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則 

 

（目的） 

第1条 名古屋市立露橋小学校ＰＴＡ（以下、「本会」という。）が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の

円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、ＰＴＡ役員名簿及び会員名簿、行

事などの記録、その他の個人情報データベース（以下、単に「個人情報データベース」という。）の取り

扱いについて定めるものとする。 

 

（責務） 

第２条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ活動において個人情報の保護に努めるも

のとする。 

 

（管理者） 

第３条 本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。 

 

（取扱者） 

第４条 本会における個人情報データベースの取扱者は、役員とする。 

 

（秘密保持義務） 

第５条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、業務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、

または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（収集方法） 

第６条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の取り扱いを決め、本人に明示する。た

だし、要配慮個人情報については取得しないものとする。 

 

（周知） 

第７条 個人情報取り扱いの方法は、総会資料や広報誌等で会員に周知する。 

 

（利用） 

第８条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

    ⑴ ＰＴＡ会費の徴収事務、管理義務 

    ⑵ ＰＴＡ関連文書の送付 

    ⑶ 役員並びに会計監査・会員・学級委員、登校班等の名簿の作成 

    ⑷ 委員選出並びに本部役員選出等の推薦活動 

    ⑸ 広報誌、ホームページへの掲載 

 

（利用目的による制限） 

第９条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的以外に個人情報を取

り扱ってはならない。 

 

（管理） 

第10条 個人情報データベースの管理者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、次の各号に掲げる

事項について、個人情報データベースの取扱者並びに業務委任受託者に適正な措置を講じなければなら

ない。 

    ⑴ 紛失、破損その他の事故防止 

    ⑵ 改ざんおよび漏えいの防止 

    ⑶ 個人情報の正確性および最新性の維持 

    ⑷ 不要になった個人情報の速やかな廃棄または消去 

 



（保管及び持ち出し等） 

第11条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるな

ど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルに

パスワードをかけるなど適切に行うこととする。 

 

（第三者提供の制限） 

第12条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。 

    ⑴ 法令に基づく場合 

    ⑵ 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 

    ⑶ 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき 

    ⑷ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該の事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき 

 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第13条 個人情報を第三者（第 12条第1号から第４号の場合及び県、市役所、区役所を除く）に提供したときは、

次の項目について記録を作成し保存する。 

    ⑴ 第三者の氏名 

    ⑵ 提供する対象者の氏名 

    ⑶ 提供する情報の項目 

    ⑷ 対象者の同意を得ている旨 

 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第14条 第三者（第12条第1号から第４号の場合及び県、市役所、区役所を除く）から個人情報の提供を受ける

ときは、次の項目について記録を作成し保存する。 

    ⑴ 第三者の氏名 

    ⑵ 第三者が個人情報を取得した経緯 

    ⑶ 提供を受ける対象者の氏名 

    ⑷ 提供を受ける情報の項目 

    ⑸ 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要） 

 

（情報の開示） 

第15条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに

応じる。 

 

（漏えい時等の対応） 

第16条 個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者

に報告する。 

 

（研修） 

第17条 本会は、役員に対して、定期的に、個人情報データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施す

るものとする。 

 

（苦情の処理） 

第18条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

 

（改正） 

第19条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、役員会において審議し承認をもって改定することが

できる。なお、本規則を改定した場合は、第７条に定める周知方法をもって会員へ周知するものとする。 

 

附則  本規則は、令和２年６月１日より施行する。 



業務委任契約書 

 

名古屋市立露橋小学校ＰＴＡ（以下「甲」という）と、名古屋市立露橋小学校（以下、「乙」という）とは、甲の

事務に関して次のとおり業務委任契約を締結する。 

 

（委任事項） 

第１条  甲は乙に対し、甲の事務のうち下記の業務を委任し、乙はこれを受託する。 

   ⑴ ＰＴＡ会費の徴収事務 

   ⑵ 印鑑、出納簿及び預金通帳の保管 

   ⑶ ＰＴＡ広報誌、各種ＰＴＡ関連文書等の配布 

   ⑷ ＰＴＡへの提出物の回収・保管 

   ⑸ その他、甲、乙協議の上必要な業務 

  ２  前項各号に明記されていないもので必要が生じた事項については、甲と乙が協議して定める。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第２条  乙は第三者に対し委任契約の一部若しくは全部を委任し、この契約に基づいて生じる権利義務を譲渡

し、又はこの契約上の地位を承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得たときはこの限りではな

い。 

 

（報酬） 

第３条  この業務委任契約に関し、乙は、甲に対して名目の如何を問わずいかなる報酬も求めない。 

 

（秘密の保持等） 

第４条  乙は、委任契約上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。また、乙は、保管する書類等を他人

に閲覧、書写又は譲渡してはならない。ただし、法令に特別の定めがあるとき、または甲の承諾を得た

ときは、この限りでない。 

 

（契約期間） 

第５条  本契約の期間満了は、当年度の３月３１日までとする。 

  ２  前項の期間満了後、乙は、この契約に基づき保管する書類等を、速やかに甲へ引き渡さなければなら

ない。 

 

（実施状況の確認） 

第６条  甲は、委任業務の実施状況について、乙の業務に支障を生じさせない範囲内において、聞き取りや書

類の確認等を行うことができる。 

 

（補足） 

第７条  この契約に定めのない事項については、必要に応じてこうと乙が協議して定める。 

 

この契約の締結を称するため、本書２通を作成し、甲と乙が記名押印のうえ各自１通を保有するものとする。 

 

令和８年４月１日 

 

委任者（甲）  名古屋市立露橋小学校ＰＴＡ 

 

                   会長  纐 纈 直 樹  印 

 

受任者（乙）  名古屋市立露橋小学校 

 

                   校長  伊 藤 朝 美  印 


